
災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に関する協定書

上田市（以下「甲」という。）と長野県環境整備事業協同組合（以下「乙」という。）

は、上田市内において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合（以下「災害時」という。）におけるし尿等の収集運搬に関して、次のとおり

協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時において、し尿等の収集運搬を迅速かつ円滑に行うため

に必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この協定において、「し尿等」とは、災害時において処理をする必要が生じ

たし尿及び浄化槽汚泥その他の汚水であって、その収集運搬について甲が生活環境

の保全上、協力を要請する必要があると判断したものをいう。

（協力事項の発動）

第３条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置

し、乙に対して要請を行った時をもって発動する。

（し尿等の収集運搬の協力要請）

第４条 災害時において、甲が協力を要請する必要があると判断したときは、乙に対

して実施可能な範囲において、協力を要請することができるものとする。

２ 乙は、前項の規定により、甲から協力の要請を受けた時は、その緊急性にかんが

み、可能な範囲において、し尿等の収集運搬を行うものとする。

（要請手続）

第５条 前条に規定する甲の乙に対する要請手続きは、業務の内容、車両台数、場所

等を記載した文書（様式第１号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する

ときは、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。

（し尿等の収集運搬の実施）

第６条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車両を調達し、要請業務に

優先的に協力するものとする。

２ 乙は、甲からの要請事項を実施したときは、実施後速やかにその実施状況を報告

書（様式第２号）により、甲に報告するものとする。

（費用負担）

第７条 前条の規定により乙が実施したし尿等の収集運搬にかかる費用については、

甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、乙が提出する報告書等に基づき、災害発生直前における

し尿等の収集運搬に係る適正価格を基準とし、甲乙協議のうえ決定するものとする。



（費用の支払い）

第８条 第７条の規定に基づき、甲が負担する費用は、乙の請求により、甲が支払う

ものとする。

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払

うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後、速やかに

支払うものとする。

（情報交換）

第９条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制等についての情報交換を行い、災害時

に備えるものとする。

２ 乙は、役員の変更、連絡体制等に変更があった場合は、甲へ報告するものとする。

（損害補償及び損害賠償）

第１０条 乙が行う要請業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、又は疾病

にかかった場合の補償については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号）の適用がある場合を除き、上田市消防団員等公務災害補償条例（平成１８年上

田市条例第２２６号）の規定に準じて補償を行うものとする。

２ 乙は、甲の責に帰さない事由により、要請業務の実施に伴って第三者に損害を与

えたときは、その賠償の責を負うものとする。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項、及び協定について疑義が生じたときは、甲乙

協議して定めるものとする。

（有効期間）

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書を

もって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１

通を保有する。

平成２２年 ２月２６日

甲 長野県上田市大手一丁目１１番１６号

上 田 市

上記代表者 上田市長 母 袋 創 一 印

乙 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉９５７番地２９

長野県環境整備事業協同組合

上記代表者 理 事 長 尾 沼 好 博 印


